
保護者の皆様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年12月22日

寒さや空気の乾燥とともに、インフルエンザ流行の季節がやって来ました。

いる、元気がないなど気になる場合は、ご家庭で様子を見るなどご協力をお願いいたします。

裏面に出席停止の早見表がありますのでご覧ください。

令和5年10月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　たかつき保育園

マスクの着用や、小まめな手洗い、うがい、人混みを避けて予防に努めましょう。

本日、未満児クラスで数名インフルエンザに感染したお子さんがいます。

インフルエンザは通常高熱などの症状が初期段階でみられますが、高熱は出ず37度台の熱で診断を受ける場合も

あります。高熱の有無にかかわらずいつもと様子が違うときなどは、専門医に受診してください。また咳症状が長引いて
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発症した日から数えると、６日間の出席停止が必要ということになります。その後は解熱した日によって

出席停止日が延期されます。発症した日は必ず診断を受けた医師に確認して下さい。

（登園時には、保護者記入の登園許可証が必要です。）

なお、出席停止期間が過ぎた場合でも咳症状が強く残っていたり、全身症状が良くない場合はご家庭で

様子を見て頂くようにご協力お願い致します。

「 イ ン フ ル エ ン ザ 出 席 停 止 期 間 の 基 準 」 早 見 表

学校保健安全法施行規則により、インフルエンザの出席停止期間の基準が決められています。

「発症した後５日を経過し、かつ、解熱後２日（幼児にあっては３日）を経過するまで」です。

（保育園児は解熱後３日です）


